
原告第２準備書面
意見陳述

障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整

違憲訴訟弁護団
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意見陳述の要旨

•１ 法の下の平等

•２ 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

•３ 令和２年改正法の審議過程
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1 法の下の平等
（1）子ども一人にかかる費用に差異はない

子ども一人にかかる費用は同じ 支給額

食費 被服費 教育費

食費 被服費 教育費

障害者年金本体 子加算

障害者年金本体

食費 被服費 教育費

児童扶養手当

子加算
差
額
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1 法の下の平等
（2）障害のあるひとり親への差別①

障害
があ
る

一人
親

障害基
礎年金
で補填

一人
親

障害
があ
る

障害年
基礎金
で補填

二人
親

二人
親

障害者年金本体 子加算

子加算
差
額

障害者年金本体
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1 法の下の平等
（2）障害のあるひとり親に対する差別②

障害者年金本体 子加算

一人で対応せざるを得ない

子どもがいることで発生するいろいろな負担
たとえば、子どもの授業参観

二人で助け合える

子加算
差
額

障害者年金本体
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1 法の下の平等
（3）障害者への差別①

障害が
ある

一人親

一人親
一人親

一人親
障害基
礎年金
で補填

子加算

児童扶養手当
障害
なし

障害
なし
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1 法の下の平等
（4）二人親世帯への優遇措置

• 昭和６０年改正

障害者年金本体 子加算

児童扶養手当

• 平成２２年改正（平成２３年取り扱い）

児童扶養手当

障害者年金本体 子加算

障害者年金本体 子加算

児童扶養手当

障害者年金本体 児童扶養手当

状況に変化なくとも生
計維持者を障害のない
配偶者に変更

平成２６年改正で固定化

障害者年金本体 児童扶養手当 障害者年金本体 児童扶養手当
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１ 法の下の平等
（４）二人親世帯への優遇

世帯の給付額の維持？（平成２４年改正）

児童扶養手当就労所得 妻就労所得 夫就労所得

障害者年
金本体 夫就労所得 児童扶養手当障害者年金本体 子加算
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1 法の下の平等（まとめ）

差別の構造

①障害の有無による差別

②ひとり親かふたり親かによる差別

特に、原告は、女性・障害・ひとり親



２ 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

所得保障の趣旨（被告主張） 所得保障の趣旨（原告主張）

• 稼得能力の喪失・低下に対する

補填のみ

・支出や負担の増加に対する補填

・稼得能力の喪失・低下に対する
補填

＋
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障害基礎年金本体

(障害による稼得能力の喪失・低下)

ひとりで子育てするこ
とによる支出・負担

障害基礎年金の子加算

（生活費等の支出・負担の増加等）

児童扶養手当

（子がいることによる生活費等の支出・負担の増加、ひ

とりで子育てすることに対する補填）

稼得能力の喪失・低下なし

と は、共通部分があるが、一致するわけではない。
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母子世帯の平均所得年約243万円

平均所得年147万円（障害1級子4人）
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まとめ

障害のあるひとり親に対して、子加算との

差額分の児童扶養手当を支給しないこと

違憲・違法
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